
令和４年４月１日以後開始事業年度等分 

 内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№４】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№57】通算グループ内のいずれかの法人が支払利子等の控除額
の特例計算の適用を受ける場合、別表八(一)付表一及び付表二を
作成・添付していますか（自己において、支払利子合計額及び適
用関連法人配当等の額がない場合を除きます。）。 


